
 

 

2026年2月12日 

各 位 

西日本シティ銀行 

 

「福岡県キャッシュレス納付推進宣言」の実施について 

西日本シティ銀行（頭取 村上 英之）は、福岡県内の地方公共団体や金融機関、民間団体等 112団体と

ともに、「福岡県キャッシュレス納付推進宣言」（以下「本宣言」）を実施しましたので、下記のとおり    

お知らせします。 

本宣言は、税公金納付におけるキャッシュレス化を推進することにより、福岡県全体のデジタル化を 

一層進めることを目的とするものです。 

当行は、地域金融機関としての役割を踏まえ、関係機関と広く連携・協働しながら、キャッシュレス  

納付の普及・定着に取り組み、お客さまの利便性向上および社会全体のデジタル化の実現に貢献して    

まいります。 

記 

１． 実施の背景 

デジタル化の進展によりキャッシュレス決済手段の多様化が進むなか、福岡県内においても、  

税公金分野でのキャッシュレス納付の一層の普及が求められています。 

当行はこれまでも、福岡県、福岡県内税務署および金融機関と連携し、キャッシュレス・ペーパレス

納付の推進に取り組んできました。 

こうした取組みをさらに発展させるため、関係機関が連携し、税公金分野におけるキャッシュレス 

納付の推進に一体となって取り組むことを改めて確認し、本宣言に至ったものです。 

２．共同宣言書 

   別紙「福岡県キャッシュレス納付推進宣言」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

事務統括部 福島・松尾 TEL 092-476-2840 

宣言式の様子 




